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1 施設の概要

(1)位置図・平面図
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名称:長崎市民総合プール

所在地.長崎市松山町2番2号

構造:・屋内プール部地下邦皆地上3階建鉄筋コンクリ」卜造「部鉄骨造
屋外プール部平屋建'、2階建

設置年月日:平成8年9月24日

設置目的:市民の体育の振興を図るため。

主な施設内容

屋内プール 50m公認プ・」ル(8 コース)、 25m公認プール q コース)、

幼児・児童用プール

屋外プール流フKプール、幼児・児童用プール、着フKプール、'スライダー2基

現行の開場時間・.下表のとおり
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(8)

6月巧日から 7月20日まで

9月1日から 9月15日まで

9月16日から翌年6月14日までの休日等

午前9時から午後9時まで7月21日から 8月31日まで

⑨現行の休場日

9月・16日から翌年6月14日まで(休日等を除く。)

2 指定管理者候補者の概要

称特定非営利活動法人長崎游泳協会(1)名

(2)所在地・,長崎市浜町8.番30号株式会社タナカヤ内

(3)代表者理事長田中直英

(4)設立年月日平成1 6年9月22日

(5)主な事業

ア'プール管理運営事業及び水泳指導事業

イ小堀流踏水術伝承事業

ウ小学校等からの要請による水泳指導事業

3 指定の期間

令和 2年,4月1日から令和 7年3月31日まで

7月21日から 8月31日まで以外の期間の毎週火曜日、 8月15 日、

1月1日から 1月3日まで及ぴ 12月29日から 12月31日まで

4 指定理由及び管理

(1)指定理由

,特定非営利活動法人長崎游泳協会(以下「長崎游泳協会」という。)は市民皆泳を目
的として明治35年からねずみ島で水泳教室を開始し、昭和47年にねずみ島が閉鎖さ
れた後も、ねずみ島の代替施設として位置づけられた長崎市民総合プールで現在に至
るまでの 100年以上にわたって、本市の伝統ともいえる水泳教室を運営している。

同水泳教室では、水泳技術だけではなく、礼儀と心身の鍛錬、水泳の楽しさを伝えて
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午後1時から午後8時まで

午前9時から午後8時まで
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きており、その教室を受講した子どもたちが成長し、指導者として次の世代に伝統を

受け継いでいくという仕組みにより、市民の水泳文化を作る伝統的な市民協働の場と

なっており、他都市に見られない歴史的な価値がある。

・加えて、 1日2,000人規模の水泳教室を開催できるノウハウと人的体制を有している

団体は同協会を除いて市内では見込まれず、水泳教室と施設の維持管理を一体的に行

うことで、体育の振興という施設の設置目的を効果的に果たすことができる。

・これらの状況を踏まえ、「市の.外郭団体等が指定管理者となっている施設で、施設の設

置経緯や地域振興に対する配慮が必要な場合」として、引き続き長崎游泳協会を非公

募により選定するもの。

(2)業務内容等

ア業務内容

(ア)施設の利用に関する業務

利用許可、施設案内等

(イ)施設及ぴ設備の維持管理に関する業務

施設等保守点検、・補修、清掃等

(ウ)その他の業務

事業計画書、収支予算書、事業穀告書、作成等

イ管理運営体制

J

理事長

ウ指定管理に係る委託料見込額

令和2年度

職員

支配人

163,邪2

副支配人

令和3年度

副支配人

164,259

職員

令和4年度

162,064

令和5年度

職員

165,983

令和6年度

163,692
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合計
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事業計画書概要

管理運営を行う

に当たっての経

営方針について

本来の理念である「安全第一」を基本として、「市民皆泳」「市民の

憩いの場」を担う総合プールの役割は社会的にも大きく、職員も利用

者としっかり向き合い「子どもの健全育成」「心身の健康維持」また

「高齢者のりハビリ、社会復帰」等の二ーズに対応し、ご利用いただ

くお客様のりピート率を上げることを常に心がけ、長年継続しており

ます無事故の歴史を絶やさぬようお客様と接する。

管理面では、ランニングコストの運用を適切に行い、光熱水費・燃

料費等のコスト削減・'機器の保守点検に努め、安全安心で市民の皆様

が利用しやすい環境づくりと競技力向上に.も協力する.。

施設の管理につ

いて

1 職員の配置及び採用について

職員は現行の体制を維持し、新たな教室開催については必要最小限

に委任講師としで日本体育協会公認指導員または当協会会員があた

り、多様化するお客様の・ニーズに対応する。.また、夏季の監視員等に

つぃて、職員が面接し適当であるものを採用する。

利用料金の徴収においても現行どおり券売機から集金、集計し金融

機関へ入金する。なお、現金の取り扱いについて、職員2名で売上金

の確認を行う。

2 職員の研修について

市民サービスのあり方、接客マナー等教育しイ朝礼、定期研修を

実施していく。

また、安全面においても技術的研修として日水連、日本スポーツ協

指導者講習、プール施設管理士、赤十字社、水上安全法・救急法^
ユヌ、

等に参加しライセンス取得し職員の資質の向上に努めていく。

心

施設の運営に'つ

いて

1 市民の平等、公平な利用への方策について

公共の利益の確保を基準とし協会は中立を保っことを心掛け、平

等・公平な施設運営を行う。競技会、団体利用、個人利用と総合プー

ルの持っ性質上、様々な複合した利用者の立場に立って公平な調整を

行い、利便性を追求する。競技会や団体利用において公的なものを優

先し、重複した日程等は優先順位を決め調整する。また、一般利用時

閻における水面の効率的利用を市民二ーズに敏速に対応し、50m,25m.

水中歩行、水泳教室のバランスを確保し平等・公平に対応する。

2 サ」ビス向上のための方策について

市民二ーズに対応したきめ細かな教室開催とプヤル職員、臨時職員

の接客技術の向上.及びアンケートを実施し利用者の意見を取り入れ
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、、

.、

運営に活かしていきたい。

3 利用促進のための方策について

・フK中ウォーキングや水泳教室の開催等様々な二ーズに対応するた

め、50Mプールの水深変更及び時間帯により適時コース分けをするこ

とにより、全ての人が利用しやすくなるよう努める。

,永法指導の水泳教室に加え、高齢者や腰痛の方でも参加できるアク

アストレッチ・アクァウォーキング・アクァリズム体操等を実施する。

・例年、赤十字とのタイアップにより屋外プールオープンを市民に広

く知らせることが、夏の集客につながるため、赤十字水上安全フェス

タを開催し、当日は無料開放し、屋外プールオープンを多くのお客様

に周知する。

4 利用者等の要望の把握及び実現策について

アンケートを実施、結果を分析し予算や難しい提案については協会

とスボーツ振興課の協議をしながら実現できるものは実施していく。

各年代層の二ーズを把握し運営に生かしたい。職員や臨時職員に対す

る評価、運営面に対する評価等を真埜に受け止め、改善を行う。

5 利用者のトラブルの未然防止と対処方法について

「利用者の言い分」を責任ある者(担当責任者及び場長)が、1人で

はなく2人で対応する。その後、施設利用について規則を利用者に説

明し理解を求める。あくまでも理性と誠意を持って対応し、理解して

もらえるよう努力する。また、利用団体においても不満が出た場合、

利用団体の上部組織である水泳連盟内で調整をしていただき、その要

望に対処できるよう努力する。

個人情報の保護

の1昔置について

危機管理体制に

ついて

個人情報が重要な資産である事を理解し、知り得た個人情報を正しく

取り扱う。水泳教室申し込みハガキを名筵として管理している個人情

報を法に則り管理し、第三者への情報公開は本人の許可なく提供しな

い。また教室終了後は速やかに適切に消去し業務上知り得た情報を漏

洩し,ないよう職員教育を実施する。

施設の維持管理

について

総合プールを市民の皆様に楽しく安全にビ利用,いただけるように、安

全第一をモットーに始業点検や危険箇所のチェックを行い緊急時の

対応についても迅速かつ適切な処置に努める。

1 施設の保守点検について

(1)日次点検帽視点検)

利用者の目に触れる場所やプール本体

ロッカー寺

給排水口・プールサイド
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②月次点検(各委託業者による専門的保守点検)

エレベーター、電気関係、発電機、入退場ゲートシステム等

③年次点検(各委託業者による専門的保守点検)

発電機・屋外スライダー・電気点検・seK0競技システム・可動床

点検寺

2 施設利用者の安全管理について

プールの安全管理上、溺水事故の他、急病人や一般外傷の怪我など

が考えられ、職員、監視員はその予見、予防に努めなけれぱならない。

また不可抗力による事故が発生した場合、緊急時の体制をとり対処し

なければならない。職員は赤十字社、水上安全法.・救急法のライセン

ス取得が望ましく、個々の監視員に講習を行い事故発生時の処置を指

導する。又は看護師が来るまで処置を行う。また繁忙期には当協会で

長崎県看護協会より看護師を派遣依頼し、常勤させ傷病者の看護、医

師の診断が必要な場合、・病院までの搬送の付き添い、保護者への引渡

しまでを行っている。

また、スライダーの運用に関しても遊戯施設運用講習会等にも参加

し遊具の安全運用を行っている。

その他 常にスポーツ振興課と相談、協議しながら運営を円滑に進め機器管

理においても、経年劣化に伴う本体や部品等の交換を委託業者と計画

を立てサ般営業に支障が出ないようにする。
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長崎市民総合プール(以下「総合プール」という。)の指定管理者が行う業務の内容及

びその範囲等は、この仕様書によります。

長崎市民総合プール指定管理者業務仕様害

1 趣旨

本仕様書は、総合プールの指定管理者が行う業務の内容及び履行方法にっいて定める

ことを目的とします。

2 施設の概要

称、ア名

イ所在'地

ウ設置年月日

工構 ユ旦

オ施設内睿

長崎市民総合プール

長崎市松山町2番2号

平成8年9月24日

屋内プール部地下1階地上3階建鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

屋外プール部平屋建、2階建

屋内プール・ 50m公認プール(8 コース)、 25m公認プール(フコース)
幼児・児童用プール

屋外プール'流フKプール、幼児・児童用プール、着フKプール
スライダー2基

3 管理に関する基本的な考え方

①遵守事項

指定管理者は、指定期問中に総合プールの管理運営を行うにあたり、次の要件を

満た.さなけれぱならない。

ア法人その他の団体であること。

イ長崎市内に主たる事務所を有すること。

ウ長崎市から公の施設の運営について助成を受けないこと。

工地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の4の規定により、本市に

おける一般競争入札等の参加を制限されないこと。

オ会社.法(平成17年法律第 86号)第4乃条若しくは第 644条の規定に基づく清算

の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第 18条若しくは第 19条の規定に基づ

く破産手続き開始の申立てがあった者でないこと。

力会社更生法(平成14年法律第巧4号)第打条の規定に基づく更生手続開始の申

立て又は民事再生法(平成 11年法律第225号)第 21 条の規定に基づく再生手続開

始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定

が確定された者を除く。)でないこと。

キ長崎市建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)及び長崎

市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成 24年長崎市告示第

85号)の規定による指名停止措置に該当しないこと。

ク長崎市指定管理者制度暴力団対策要綱(平成17年12月21日施行)第4条の規定

による指定の取消し要件に該当しないこと。
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ケ長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る。).、消費税及び地方消費税の滞納がない

二と。

②第三者による実施

ア指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、本業務の一部を委託する場合で.、あらかじめ市の承認を得たときはこの限

りでない。

イ指定管理者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責

任及び費用において行うものとし、当該業務に関して当該第三者の貴めに帰すべき

事由により生じた損害及び増加費用については、すべて指定管理者が負担するもの

とする。

ウ本業務の一都を委託する場合は、原則として長崎市内に本社を有する本市の競争

入札参加有資格者を優先するものとする。なおし・指定管理者は前段の規定によらず

長崎市内に本社を有する本市の競争入札参加有資格者以外に委託する場合は、その

理由を記載した理由書を、市に提出しなけれぱならない。

(3)個人情報の保護

指定管理者ぱ、長崎市個人情報保護条例第37条の規定により、個人情報の保護に留

意するとともに、業務の実施に関して知りえた個人情報にっいて漏えい、滅失、改ざ

ん及び殿損の防止、並びに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のために必要な

措置を講じなけれぱならない。違反した場合には、市1.よ、損害賠償の請求をすること

ができる。

また、個人情報の漏えい等の防止並びに本人からの開示の申出及び苦情への適切か

つ迅速な対応その他個人情報の適正な管理を図るために、指定管理者は個人情報の取

り扱い規程等を作成すること。

(4)情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例第25条の規定により、情報の公開に関する規程

等を作成するな,ど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し必要な措置を講ず

るよう努めなけれぱならない。

⑤秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏ら

したり、自己の利益又は他の目的に使用してはならない。指定管理期.間が終了し、

又は指定を取り消された後においても同様とする。

(6)文書の管理及び保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等は、適

正に管理・保存すること。文書等の管理及び保存の期間については、本業務の終了

後 5年間とする。ただし、長崎市が必要と認める文書等については、指定期間終了

時に、市が指示を行い、引き渡しを受けるものとする。

(フ)環境への配慮'

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に努めるこ

と。

ア省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

8



廃棄物の発生を抑制し'り.サイクルの推進及び廃棄物の適正処理

環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

4 指定期間等

令和2年4月1

(指定期間中、

9

5 法令等の遵守

総合プールの管理にあたっ.ては、本仕様書のほか、次に掲げる法令を遵守しなけれぱ

ならない。

(1)地方自治法、地方自治法施行令

(2)長崎市民水泳プール条例、長崎市民水泳.プール条例施行規則

(3)消防法、消防法施行令、消防法施行規則

④労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

(5)個人情報の保護に関する法律

⑥長崎市個人情報保護条例、長崎市個人情報保護条例施行規則

(フ)その他、業務を遂行する上で、関連する法令等がある場合は、それらを遵守する

こと。

指定期間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕

様とする。

日から令和7年3月3 1日までの5年間とする。

長崎市と細目を定める協定を締結する。)

6 職員の配置について

①職員の配置

ア指定管理者は、本・業務を実施するために必要な職員を配置するものとする。

イ指定管理者は、職員の配置等にあたっては、あらかじめ市と協議するものとする。

ウ指定管理者は、職員の配置表及び職員名簿を備えるとともに勤務体制を定.めでお

かなけれぱならない。

工指定管理者は、救急救命ができる職員を営業時間中常時配置すること。

オ指定管理者は、本業務を実施するため法令等により資格等を有する者を配置する

必要があるときは、自らの責任及ぴ費用においてL 必要な資格等を有する者を確

保し、配置しなけれぱならない。

力職員の採用及び解雇は、指定管理者の責任において行うものとする。

キ指定管理者は、本業務の実施にあたっては、・あらかじめその実施体制及び各業務

担当者を市に届け出なけれぱならない。また、市に届け出た実施体制又は各業務

担当者を変更しようとするときも同様とする。

ク指定管理者は、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めなけれぱならな

い。

②資格等を有する者の雇用

指定管理者は、本業務に必要な次の資格等を有するものを雇用しなけれぱならな

い

イ
ウ



甲種防火対象物の防火管理者の資格

(公財)日本体育協会水泳指導員資格

7 開場時間及び休場日等について

開場時間及び休場日の承認の基準は次のとおりとする。

ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開場時間及

び休場日を変更することができる。

①開場時問

休日等及び 6月15日から 9月15日

まで

②休場日

.7月21日から 8月31日まで(同月9日を除く。)の期間内は、休場日を設けない

9月16日から翌年6月14日まで(休

日等を除く.。)

"休場日は、 7月21日から 8月31日までの期間を除き、週 1 回以内とし、.休日等

でない日であること。

年始及び年末の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31

日までの期間内であること。

屋外プールC奈水プール、着水プール、屋外の幼児・児童用プール及びスライダー

をいう。)の休場日は、 9月'16日から翌年6月14日までの期間内であること。

10

午前9時から午後 8時までの時間帯を基

本とし、 1日 11時.間以上であること

8 指定管理者が行う業務の範囲

①指定管理業務

ア施設の運営に関する業務

(ア)施設の受付、案内に関する業務

.総合プールの概要等の基本情報を把握し、来場者又は電話等の問い合わせに

対応すること。

b 忘れ物の点検、処理に関する業務

利用時間終了後、忘れ物の点検を行うと七もに、忘れ物があった場合は利用

者への連絡等適切な処理を行う二と。

(イ)施設利用の許可(耳外ナj肖しを含む)に関する業務

次に掲げる申請に基づき、'施設の利用の許可及び貸出を行う・こと。

日個人利用

条例第7条及び規則第れ条から第14条までの規定に基づき個人利用の手続

きを行うこと。

b 専用利用

条例第7条並びに規則第8条及び第 12条から第 14条までの規定に基づき専

用利用の手続きを行う二と。

なお、利用の許可にあたっては水泳連盟等関係団体と日程等の調整を行うと

午後 1時から午後8時までの時間帯を基

本とし、1日 7時間以上であること

ア
イ
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ともに、必要に応じ市と事前に協議を行うこと。

C 団体利用

条例第7条並びに規則第9条及ぴ第 12条から第 14条までの規定に基づき団

体利用の手続きを行うこと。

なお、団体利用の許可にあたっては関係団体と利用調整を行うとともに、必

要に応じ市と事前に協議を行うこと。

(ウ)施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

(エ)水泳教室の実施及び受講の許.可

a 次の表に基づき、水泳教室の企画、運営及び実施をすること。

春、秋、冬

コース及び対象者

幼3早

夏

b '指定管理者は、市の承認を得たうぇで、水泳教室のコース、受講者数等を変

更することができる。

C 施設の休場等の特別な事情がある場合、指定管理者は、市の承認を得たうえ

で、水泳教室を開催.しないことができる。

(オ)プール監視業務

利用者の安全を確保するため、'常に施設全体の管理について注意を払うととも

に、以下の内容により施設及び利用者の監視を行い、事故・事件発生の防止を図

ること。

なお、業務の実施にあたっては監視体制計画を作成し、事前に市と協議を行う

こと。

a 屋内

(日) 50m ・ 25m プール

プールサイド及ぴ観客席からの監視並びに監視モニターによる監視を行う

こと。

(b)幼児用プール

プールサイド及び監視モニターによる監視を行うこと。

(C)更衣室

盗難防止に配慮すること。

b 屋外

(a)流水プール・幼児・児童用プール

プールサイド及び監視員室等からの監視並びに監視モニターによる監視を.

小学生

開催年度の翌年度修学

予定の幼児

ー""

小学生

一般男女

小学3年生~中学3年生

小学1.年生~中学3年生

A

B

45人程度

A

45人程度

B

80人程度

80人程度

A

50人程度

B

1,.500 人程度

1,500人程度

疋貝
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(b)ウォータースライダー・着水プール

スライダー内及び着水プール内での衝突事故を防止するため、監視を行う

とともにスライダー利用者の調整を行うこと。

また、階段での転伊1・転落事故防止のため、階段登り口を含め監視を行う

こと。

C その他

上記以外の場所にっいても、定期的に巡回を行い、不審者及び不審物等の発

見に努め、発見した場合は関係機関への連絡等、適切な対応を行うこと。

(カ)緊急時の対応

a 事故発生時の対応

事故発生時には、直ちに救護措置を取るとともに、市及び警察等.関係機関へ

連絡及び報告を行うこと。

b 災害発生時の対応

天災、火災等の災害発・生時は、利用者の安全を最優先に避難誘導を行うとと

もに、適切な対応を行うこと。

また、市及び消防署等関係機関に連絡を行うこと。

施設及び設備の維持管理に関する業務

(ア)施設及び設備の保守点検に関する業務

a 建物及び備品等の適正な管理

(日)鍵の管理について

開場に伴う解錠及び閉場に伴う施錠を確実に行うとともに、不正な利用が

ないよう鍵は確実に保管すること。

(b)建物・備品の補修について

建物・備品の破損等がある場合は補修を行うとともに、管理日誌等により

市に破損及び補修の内容を報告すること。

b 水質管理

プール水の適正な管理を行うため、以下の業務を行うこと。

(釘水質検査試料の保健所への提出(月1回)

(b)残留塩素・フK温・ P Hの定時記録

('0)プール内浮遊物除去及び藻の発生等の対策

(d广循環式滝過装置及び補記類の適正な運転、保守点検

('e)点検補修記録の作成

C 空気調和設備・給排水衛生設備保守管理

プールの空調及び給排水設備の保守管理のため次に掲げる業務の記録を行い、

市から提出を求められた場合は、速やかに提出すること6

(a)室内温度の測定及び温度調整、塩素ガス濃度の測定

(b)機器の運転及び保守

(0)中央監視システムの監ネ見・1果作・保守点検

(d)計器類の指示の異常の確認及び対策

(e)機器類の異常の確認及び対策

イ

ノ
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(f)運転状況の見回り監視

(g)休止中の機器類の点検整備

(h)機器類の消耗品の取替

(i)点検補修記録の作成

d その他の施設管理

その他の施設管理を行うため、以下の業務を行うこと。

(a)電気時計設備の運針管理

(b)その他必要な業務

e 法定点検実施業務

以下の法定点検を行い、記録を保管すること。

また、点検結果に不備があった場合又は市から提出を求められた場合は、速

やかに提出すること。

(a)エレベーター保守点検

(b)消防用設備保守点検

(C)地下タンク及び地下埋設管漏洩検査

(d)自家用電気工作物保安

(e)ぱい煙測定

(f).ウ才ータースライダー保守点検

f その他の施設保守点検

以下の設備の保守点検を行い、記録を保管すること。

また、点検結果に不備があった場合又は市から提出を求められた場合は、速

やかに提出すること。

(a)入退場管理システム保守点検

(b)可動床保守点検

(C)中央監視システム保守点検

(d)自動塩素管理システ,ム保守点検

(e)その他必要なもの

(イ)・施設の清掃に関する業務

施設の環境を維持L、快適な環境を保つため、別紙1「総合プール清掃作業内

容」に基づき清掃を行うこと。

また、上記以外についても必要に応じ、適切な清掃を行うこと。

なお、必要とする用品は、'指定管理者の負担とする。

(ウ)施設の警備に閔する業務

別紙2 「総合プール警備業務内容」に基づき、機械警備を行うこと。

(土)備品麺の管理

白備品の管理について

(日)指定管理者は、市が所有する備品については、長崎市会計規則に定める備

品台帳を備えてその保管に係る備品を整理し、購入及び廃棄等については、

市と協議するとともに、その状況について定期的に、市に報告をすること。

13



b 備品の取り扱いについて

(。)指定管理者が、委託料により備品を購入するときは、"当該備品は、市の所

有に帰属するものとする。

(b).指定管理者は、市が貸.与する備品において、故意または過失により破損ま

たは滅失した場合は、自己の費用により購入または、調達すること。

(オ)その他の維持管理

a 消耗品等物品の調達に関する業務

蛍光灯など、必要な消耗品の購入及び交換等にっいては、指定管理者の負担

により行うこと。

ウ利用料金の徴収及び減免に関する業務

(ア)利用料金の徴収

行為の許可に係る料金及び附属設備の利用に係る料金は利用料金とし、指定管

理者の収入とする。

(イ)利用料金の減免

利用料金は、あらかじめ市の承認を受けて定める基準に基づき、'減免すること

ができる。

工その他の業務

(ア)事業計画書及び収支予算書の作成

毎年度当初に事業計画書及び収支予算書を市に提出すること。

(イ)事業報告書の作成

a 管理日誌の記録に関.する業務

翌月の10日までに市へ報告すること。

b 利用者数及び使用料の集計及び報告に関する業務

翌月の1.0日までに市へ幸艮告すること。

C 施設の維持管理に関し次に掲げる記録を行い、市から提出を求められた場合

は・、'速やか1こ提出すること。

(.)施設維持管理業務日誌

(b)'消耗品払出記録

(C)水質記録

(・d)プール室内温度及び塩素ガス測定記録

(e)光熱水費関係記録

d 事業年度終了後30日以内に、事業報告書及び管理経費等の収支状況を提出

すること。

e 施設の管理運営に対する自己評価

指定管理者は、市が行うモニタリ'ングや、指定管理者が行う施設利用者アン

ケート等の結果をもとに、定期的に施設の管理運営に対する自己評価を行い、

その結果を事業報告書にまとめて事業年度終了後30日以内に市へ報告するこ

と。

(ウ)施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録の報告

次に掲げる記録を行い、市から提出を求められた場合は、速やかに提出するこ

i

,

、
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と。

a 灯油使用量及び貯蔵量

b ごみ減量チェックリスト

0 光熱水費使用量

d 外注印刷物集計表

(エ)職員研修

利用者等の安全の確保、施設の適正な維持管理及び、施設の効用を上げるため

に必要な職員研修を行うこと。

(オ)利用者からの苦情の・対応

利用者又は電話等による苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し

記録すること。

(カ)利用者増加に向けた広報・ PR活動

ホームページの管理.・"運用や外部媒体の活用等により、利用者増加に向けて積

極的な広報・PR活動を行うこと。

(キ)長崎市が実施する業務への協力

必要な範囲において、.市が実施する業務に協力すること。

(ク)緊急時の対応

a 事故発生時には、救護措置をとり、市及び警察等関係機関へ連絡報告等を行

うこと・。

b 天災、火災等の災害発生時は、利用者の安全を.最優先に避難誘導を行うとと

もに市及び消防署等関係各機関に連絡を行うなど適切な対応を行うこと。また、

円滑な避難誘導等を行う・ことができるよう、普段から必要な訓練等を行うこと。

②自主事業

指定管理者は、本施設の設置目.的を勘案し、施設利用者の利便性の向上や施設の

魅力を高めるために効果的であると認められる場合は、本業務の実施を妨げない範

囲において.、指定管理者の責任と費用により、指定管理者独自の自主的な事業(以

下「自主事業」という。)を実施することができる。

指定管理者が水泳教室等の自主事業を行う場合は、市に実施計画案を提出し、.承認

を得たうぇで実施すること。

なお、自主事業の実施のために、管理施設の一部を使用する場合、必要に応じて施

設の使用許可や市から目的外使用許可を受けるものとする。

9 経費等について

(1),委託料

市は、本業務の対価として、指定管理者に対して委託料を支払うものとし、市及

び指定管理者は、事業計画書及び決算見込みに基づき協議を行い、次年度の委託料

を決定するものとする。

なお、管理運営に入った段階で委託料が不足する場合があっても、市は不足分の

支出は行わない。
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(2)利用料金の収受

利用者が支払う利用料金は指定管理者の収入として収受するものとする。利用料

金の額は、市が条例及び規則で定める額を基準として指定管理者があらかじめ市長

の承認を受けるものとする。

(3)利用料金の取扱い

利用料金は、施設利用の許可の際に収受するものとし、許可日の属する年度の収

入とする。

なお、利用料金収入力斗旨定管理者の提案額を超えた場合、,その超えた金額のうち、

提案額の・10%までは全額を指定管理者の収入とする。10%を超.えた部分の収入にっ

いては、基準として、その超えた部分の 30%を市に紬付するか利用者還元に充てる

ものとする。

(4)利用料金の減免

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金の

全部又は一部を減免することができる。

(5)修繕費の執行

修繕費は1件500千円未満を対象とし、各年6,000千円以内で執行するこ

と。ただし、修繕賓が予算額を超える場合は、市と対応を協議するものとする。

指定管理者は、修繕料に係る委託料にっいて、支出の内訳を明らかにした精算書

を作成し、市力井旨定する日までに市に提出するものとする。なお、精算した結果、

残金が生じたときは、市が指定する日までに市に残金を返還しなけれぱならない。

(6)施設における自主事業の経費

自主事業の実施に係る経費にっいてはすべて指定管理者の負担とし、自主事業に

より得た収入にっいては指定管理者の収入となるが、損失が発生した場合は、すべ

て指定管理者の負担'とする。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての.利益であること

からイー定割合の市への納付や利用者への還元を行うこと。基準として、利益の 10%

までは全額指定管理者の収入とし、その超えた部分の 50%を市への納付若しくは利

用者還元に充てるものとする。

(刀委託料の精算等

1 修繕料を除き委託料の精算は行わない。ただしイ指定期間内に次の状況となった

場合は、利用料金収入及び委託料について協議を行'うこととする。

ア指定管理業務を追加及び廃止した場合

イ別紙3 「責任分担表」に基づく協議が必要となった場合
、

(8)'修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書

を作成し、市が指定する日までに市に提出するものと.する。なお、精算した結果、

残金が生じたときは.、,市力誹旨定する日までに市に残金を返還しなけれぱならない'

(9)収支報告

会計年度終了後、 30日以内に事業報告と併せて収支報告を行うこと。

なお、収支報告にっいては、公認会計士又は税理士が作成した収支計算書を提出
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すること。

(1の経理規定

指定管理者は、経理規定を策定し、経理事務を,行うこと。

(11)立入検査について

市は、必要に応・じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行う。

10 保険

(1)損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失した

ときはそれによって生じた損害を市に賠償しなけれぱならない。指定管理期間の終了後、

又は指定の取消し後も同様とする。

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償につい

ては、国家賠償法第1条(公務員の不法行為による損害の賠償)、同法第2条(公の営造物

の暇症による賠償)に基づき市が行うものとする。ただし、市が指定管理者の貴めに帰す

べき事由により発生した損害について、'第三者に対して賠償したときは、市は指定管理者

に対して市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求することができる。

③保険の付保
'

ア本業務の実施にあたり、市が加入する保険は、次のとおりとする。

(ア)全国市長会市民総合賠償補償保険

(イ)火災保険

イ、本業務の実施にあたり、指定管理者が加入する保険は次のとおりとする。

(ア)水泳教室実施時の傷害保険

11.モニタリング

市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握するモニタ

リングを実施する。

指定管理者は市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うものとする。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示さ.れた業務等において、基準を満たしていないと

認めるときは、市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止や指定の

取消しを行うことがある。
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12 指定の取消し及び違約金

①指定取消し等の要件

市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は

期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はそ

の賠償の責めを負わない。

また、指定を取消した場合において、市に損害、損失又は増加費用があるときは、指定

管理者は市に対し、その損害等を賠償する。



ア自ら責めに帰すべき事由により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認、め

られるとき。

イ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

ウ市民総合プールの管理に重大な支障が生じる又は生じるおそれがあるとき。

工その他、市長が必要と認めるとき。

②業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として、指定管理者が市に提出し

た本施設の管理に関する業務の収支予算害における指定期間に係る委託料の額から、市が

認める正当な履行部分1こ相当する額を除いた額の100分の↑0に相当する額を市に.納付する

こと。

13 業務実施上の注意事項

業務実施にあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。

(1)公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体

等に有利に、あるいは不利になる運営をしないこと。

(2)施設の管理運営に係る各種規程・要綱等がない場合は、長崎市の諸規程に準じて、

あるいはその精神に基づき業務を実施すること。

③指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・.要綱等を作成する場合は、長崎市と

協議を行うこと。

(4)消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定める

こと。

(5)市民の利便に資するため、開場時間、休場日の変更,が必要であると市長が認めたと

きは{指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行うこと。

(6)その他、仕様書に記載のない事項にっいては、長崎市と協議を行うこと。

(刀指定期間中、年度ごとの予算にっいては、'長崎市の財政の状況等により金額が変更
1

となる場合があること。

'.

14 協議

この仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理にっいて疑義が生

じた場合は、市と協議し、決定するものとする。
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、

气

別紙1

清掃時間帯

2 作業場所及び作業要領

場

土曜・日曜・祝祭日

平日

けこだし、 6/1 5~ 9/1

総合プール清掃作業内容

所

分

更衣室(2力所)

洗面所(2力所)

シャワ一室(2力所)

強制シャワ一通路

作業日

00~

00~ 1

5は7:0

便所(6力所)

開場日

材

身障者更衣室・便所・

浴室(2力所)

9:00

2:00

0 ~ 9:00)

質

//

塩ビシート

乾燥室(2力所)

i/

採暖室(2力所)

n

1/

作業要領

監視員控室

磁器質タイル

//

指導員控室

/1

一般清掃(掃き掃除)

ロッカー内点検

医務室

n

n

一般清掃(掃き掃除)

//

放送室

h

//

休

随時

拭き掃除(洗剤を使用し、コケ洗い)

便器及ぴ設備容器に適した薬品を

使用し、磁器タイルの部分については

中性洗剤で洗浄し、常に水気を取り、

清潔にすること

//

プール床面

憩

塩ビシート

ガ

U

プール縁部分

室

h

//

ホール・廊'下

U

U

"

//

一般清掃(掃き掃除)

外回り

h

U

火曜日

"

週2回

n

U

開場日

リ

n

"

随時

n

ビニールタイル

塩ビシート

n

n

洗剤を使用し、コケ洗い

"

コケ洗い

11

一般清掃(掃き掃除)

一般清掃(掃き掃除)

環境整備(雑草取りなど)
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場

刀

更衣室(2力所)

所

便.所(5 力所)

作業日

事務室

開場日

材

観

塩ピシフト

階段

質

リ

エントランスホール、

席

磁器質タイル

廊下

リ

一般清掃(掃き掃除)

ロッカー内点検

タイルカーペット

リ

随・時

玄関外通路、デッキ

作業要領

便器及び設備容器に適した薬

品を使用し、磁器タイルの部分に

ついては中性洗剤で洗浄し、常に

水気を取り、清潔にすること

開場日

プール床面

リ

開場日

随時

プール縁部分

塗

スライダー階段

"

開場日

随・時

'.

ビニールタイル

床

一般清掃(掃き掃除)

開場日

便所(4力所)

,

火曜日

"

週2回

磁器質タイル

休憩所(2力所)

開場日

塩ビシ・」ト

一般清掃(掃き掃除)

ワックスがけ

監視員室

※掃き掃除の箇所については、必要に応じて拭き掃除.をすること。

※ワックスがけについては、年4回程度。

4 その他

(1)清掃作業場所は常にほこり・ごみを除去し、汚損などがあった場合はただちに適当な
処置を行うこと。

②常識的な清掃.範囲内の作業は、良心的な作業管理を行うこと。

③ドアの取手及び施設の器具など真錦の部分は適当な薬品により研磨し、錆びないよう
に注意すること。

④毎月の清掃状況を報告し、確認を受けること。

(5)その他の事項については、指定管理者が清掃作業の管理を行うこと。

"

U

"

外回り

一般清掃(掃き掃除)

ワックスがけ

/1

h

一般清掃(掃き掃除)

磁器質タイル

1""、

洗剤を使用し、コケ洗い

リ

コケ洗い

リ

一般清掃(掃き掃除)

塩ビシート

随時

便器及び設備容器に適し'た薬

品を使用し、磁器タイルの部分に

ついては中性洗剤で洗浄し、常に

水気を取り、清潔にすること

n

一般清掃(掃き掃除)

一般清掃

環境整備

"

(掃き掃除)

(雑草取りなど)
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゛

1 目的

総合プールの火災、盗難、不法侵入の予防と防止につとめ、施設物件の保全を図り、.施設

の円滑なる運営に寄与することを目的'とする。

2 '警備任務

①火災、・盗難及び不良行為の拡大防止

②事故確認・認知時におげる関係先への通報連絡及び現場対処'

(3)'事故報告書の提出

④・警備実施の報告 1

総合プール警備業務内容

3 警備方法

①警備業務は、警備業法第2条第5項に規定する機械警備(以下「機械警備」という6)

とする。

(2)・機械警備においては、.熱線センサ,ー、切替スイッチ等必要な機器等を取り・付けることと
ノ

し、.警備機器等を、既設の自動火災報知機に接続し'、火災警備.を行うこと。

4 警備基準時間

9:00

24:00

期

21

4月1日

ι

問

^

別紙2

6月14日

0:00~

21:00~

土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する・休日(以

下「休日」という。)

9月'1 6日

、

1

平日

3月3.1日

区

9 ;00

24:00

火曜(火曜日が休日に当たるときは、その週の水曜日)

年末年始・(12/29~V3),.

、

ノ

6月15日

分

^

土曜、日曜、'休日

9月15日
9:00

24:00

0:00~ 24:00

平日 q/20~.8/31 除く)

平日(フ/20~8/31)

、

火曜(火曜日が休日に当たるときは、その週の水曜日プニ

だし、フ/20~ 8/31 を除く)

時

0:00~

20:00~

間

0:00~、 1'2:00

20.:00~ 24:0σ

9:00

24:00

ノ

、

0:00~ 24:00

乢
、

/

、

0:00、Y

20:00~

0:00~

20:00~

」
ノ

年

~
"
翌



5 '警備時間

警備装置セット時から解除時までの問とする。

6 警備機器等の設置及び工事費

(1)警備機器等は、警備会社がこれを設置し、警備会社の所有とす、る。

(2)'工事費及び諸手続費は'警備会社の負担七する。

③契約期問終了後、警備機器等を撤去する場合1.ま、契約解除どなった日か'ら15日以内に

原形に復旧すること。

(4)警備機器等は、.一般電話回線を利用すること。

7 警備機構

(1)警報装置

警備対象施設で発生した異常事態を、警備会社の監視センターへ自動的に通報する機能を
有するものとし、・設置場所は協議のうぇ決定する。

、

、

(2)、.警備会社の監視・センター

警備会社は警備実施期問中、警備員コ名以上を常駐させ受信装置を間断なく,監視するとと

,もに常に現地に25分以内に到着できる体制1・(以下↑機動隊」という).を整え、機動隊との

連絡.を保持するものとする。

(3)機動隊

常に警備会社の監視センターと連絡.を保持し、警備・対象施設の異常事態に備えるものとす

る。
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10 損害賠償

警備会社の責に帰すべき理由により発,生した事故及び損害にっいてにっいて、警備会社は損

、害賠償責任を負わなけれぱならない。

8 緊急時における措置
/

①巡回警備において、.不法行為者・や事故の発生を確認'したときは、不法行為者の排除や

事態の拡大防止に当たるとともに、必要に応じて関係機関に通報すること。

(2)警報装置iこより市民総合プ上ル1こ異常事態が発生レたごとを知ったときはじ警備会社
は機動隊を速やかに急、行させ、"異常事態を確認する・ととも1こ事態の拡大防止に当たるも

のとする。

(3)機動隊は異常事態の状況を監視センタ,ーへ連絡し、必要に応じて関係機関へ通報する

こと。

④警備会社は、・指定管理者の緊急連絡者へ連絡するものとする。

9 '保守点検

(1)・警備機器等は'、常に良好な状況を維持し"、開場,日正常に作動じているか確認する.ことー

(2),方一故障があった場合は、直ちに復旧を図ること6

J
 
、



凡

与

11 報告書の提出

翌月の15日までに、開場日の警備業務の報告書を作成し指定管理者に提出すること。

12 緊急、出動料金

緊急、出動料金は、委託料に含むものとする。

13 指定管理者の緊急連絡者名簿の提出

指定管理者は、警備会社に対し緊急連絡者名簿を提出し、連絡者に変更あるときには遅滞な

く文書をもって警備会社に通知するものとする。

14 鍵の預託

指定管理者は、警備会社に対し異常事態発生時の立ち入りのため建物等の出入口の鍵を預託

し、警備会.社は預託された鍵を責任をもって保管するものとする。

、

23



制度・法令変更

税制度の変更

物価変動

運営費の膨張

施設管理・運営に影響を及ぽす法令等の変更

指定管理者自身に影響を及ぽす法令等の変更

利用者の変動

施設管理・運営に影響を及ぽす税制変更

項目

責任分担表

自主事業りスク

一般的な税制変更

物価変動に伴う経費の増

施設設備等の損

傷

人件費等の運営費の膨張

市の事情による利用者の減

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

自主事業の実施に伴い発生するりスク

損害賠償

管理上の暇癌による施設・設備・備品の損傷

経年劣化等管理上の毅症によらない施設・設

備・備品の損傷

管理上の毅症による施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う利用者への損害

長崎市

別紙3

管理上の暇症によらない施設・設備・備品の

不備による事故や火災等に伴う利用者への損

0

運営りスク

指定管理者

声

0

管理上の暇症(指定管理者の責)1こよる施設・

設備・備品の不備による事故や火災等に伴う

臨時休場等の運営りスク

'

0

不可抗力

0

管理上の暇症によらない(市の責による)施設・

設備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨

時休場等の運営りスク

0

※0

指定期間開始前の準備及び業務引き継ぎにかかる費用負担

※0

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備L 苦情対応)

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、

利用者への損害、臨時休場等に伴う運営りス

ク

維持管理 C青掃、施設保守点検、設備等法定点検、修繕、安全

衛生管理)

0

協議事項

0

0

管理事務所、倉庫等の物品管理

有料施設の利用承認(受付、承認、料金徴収業務)'

占用許可及び利用許可の受付・交付事務

協議事項

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)

0

0

(貴任の範囲

については協

議する)

0

協議事項
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0

0 (修繕に

ついては、1

件当たりの

金額が 50

万円未満)

0

0

0

0

0

ノ

害



貞

.

利用料金の徴収・減免

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法的管理(占使用許可)

施設の整備、改修

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査

における指示等

災害復旧(本格復旧)

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものについては、その都度協議することとします。

<本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議することとします。>

報告、応急、措置)

0

0

0

0

0

0

0

0

0※市が加入

する保険と重

複しない範囲

で必要な保険

に加入する
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